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北
海
道
は
全
国
的
に
見
て
、
喫

煙
率
が
高
い
地
域
で
あ
る
こ
と
を

ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
？
男
性
は
全

国
３
位
、
女
性
は
全
国
１
位
と
な

っ
て
お
り
、
特
に
女
性
の
喫
煙
率

が
高
い
結
果
が
出
て
い
ま
す
。

　

協
会
け
ん
ぽ
北
海
道
支
部
で

は
、
喫
煙
対
策
を
通
じ
て
加
入
者

皆
様
の
健
康
を
守
る
様
々
な
取
組

を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
は
、
禁
煙
啓
発
動
画
や
禁

煙
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
ご
案
内
を
し

て
お
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
覧
く
だ

さ
い
！

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
k
y
o
k
a
i
k
e
n
p
o
.

or.jp/shibu/hokkaido

　
　
　
　

全
国
健
康
保
険
協
会
北
海
道
支
部

☎
０
１
１

－
７
２
６

－

０
３
５
２

　
　

北
海
道
財
務
局
の
専
門
の
相

談
員
が
「
借
金
の
悩
み
」
を
親
身

に
な
っ
て
お
聴
き
し
、
あ
な
た
に

合
っ
た
解
決
方
法
を
提
案
し
ま

す
。

　

ま
た
、「
預
金
・
融
資
、
保
険

な
ど
金
融
全
般
」
の
ご
相
談
も
受

け
付
け
ま
す
。
無
料
・
予
約
不
要

で
す
。

○
受
付
日
時

　

平
成
29
年
９
月
21
日
㈭

　

午
前
９
時
～
12
時

○
会　
　

場

　

檜
山
合
同
庁
舎　

201
会
議
室

　

（
住
所 
江
差
町
字
陣
屋
町
336
ー

　

３
）

○
主　
　

催

　

北
海
道
財
務
局
・
函
館
財
務
事

　

務
所

○
共　
　

催

　

北
海
道
檜
山
振
興
局

※
秘
密
は
厳
守
い
た
し
ま
す
。

　

ま
た
、
当
日
お
越
し
い
た
だ
け

な
い
場
合
も
左
記
の
常
設
窓
口
で

も
相
談
を
受
け
付
け
て
お
り
ま

す
。（
連
絡
先
に
つ
い
て
は
、
問

合
せ
と
同
じ
）

多
重
債
務
者
相
談
窓
口

金
融
ほ
っ
と
ラ
イ
ン

北
海
道
財
務
局
相
談
員
直
通

（
９
時
～
12
時
、
13
時
～
17
時
）

☎
０
１
１

－

８
０
７

－

５
１
４
４

又
は

☎
０
１
１

－

８
０
７

－

５
１
４
５

　

秋
の
さ
け
・
ま
す
釣
り
シ
ー
ズ

ン
が
到
来
し
、
楽
し
み
に
し
て
い

る
方
も
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

以
下
の
３
ヶ
条
を
守
っ
て
釣
り

を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
！

１
　
禁
止
区
域
・
期
間
、
体
長
制

限
に
つ
い
て
の
確
認
及
び
遵
守

＊
さ
け
・
ま
す
に
つ
い
て
は
河
口

付
近
の
海
域
に
、
禁
止
区
域
・
期

間
が
法
律
で
定
め
ら
れ
た
河
川
が

あ
り
ま
す
。

＊
さ
け
・
ま
す
は
す
べ
て
の
海
域

に
お
い
て
全
長
20
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
未
満
の
採
捕
が
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
。　

　

事
前
に
ル
ー
ル
を
し
っ
か
り
調

べ
て
か
ら
釣
り
に
行
く
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

２
　
漁
具
・
漁
法
に
つ
い
て

＊
針
に
「
ひ
っ
か
け
針
・
三
角

針
」
な
ど
を
使
用
す
る

＊
釣
竿
を
「
し
ゃ
く
る
」
よ
う
に

し
て
魚
を
引
っ
掛
け
る

　

以
上
の
行
為
は
ひ
っ
か
け
釣
り

と
呼
ば
れ
る
違
法
行
為
で
す
。
絶

対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

３
　
救
命
胴
衣
の
着
用

＊
釣
り
の
際
は
事
前
に
点
検
し
た

救
命
胴
衣
を
適
切
に
着
用
し
、
胴

付
き
長
靴
（
ウ
ェ
ダ
ー
）
を
履
い

て
も
あ
ま
り
深
く
へ
は
水
に
入
ら

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　

瀬
棚
海
上
保
安
署

☎
０
１
３
７

－

８
７

－

３
９
９
９

９2017
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ストップ！消費者問題

・せたな警察署今金交番

☎82-0435

・役場まちづくり推進課

☎82-0111

問合せ

　オレオレ詐欺など特殊詐欺の
被害は年々増加しております。
　今金町ではこれらの被害を未
然に防ぐため、電話機設置用啓
発物品を 8月４日に全戸に配布
しましたのでご活用ください。
　あやしい電話がきても、相手
にせず、電話を切るか、家族の人
に相談するか、役場や交番に必
ず連絡して下さい。
　今金町は引き続き消費者行政
の維持・強化に努めてまいりま
す。

問
合
せ

問
合
せ

「
借
金
・
金
融
一
般
無
料
相
談

会
」
の
開
催
に
つ
い
て

協
会
け
ん
ぽ
北
海
道
支
部
か
ら
の

お
知
ら
せ

さ
け
・
ま
す
釣
り
の
３
か
条

広報いまかね 2017年９月号

法テラス八雲通信

裁判ではできないこと

■弁護士の仕事といえば裁判です。お金を
払わない人から国の力でお金を取り立てた
り、離婚や相続等の揉め事を当事者の意思
に係らず、裁判官の判断で決着させられる
のは、裁判という制度があるからこそでき
ることです。とはいえ、そんな裁判も万能
ではありません。今回は、裁判ではできな
いことをご紹介します。
■まず，よくなされる相談の中に、相手方
に謝罪をさせたいというものがあります
が、基本的に裁判では相手に無理やり謝罪
させるということはできません。通常の民
事訴訟では、自分の受けた被害をお金に換
算して「○○○円支払え。」と要求したり、
「○○○を引き渡せ。」と裁判の目的である
物自体を要求できるにとどまります。
■また、お金や財産が全然ない相手方から
無理やりお金を取り立てるということも、
裁判ではできません。お金のない人の身包
みを剥いでまで取り立てをするのはさすが
に酷すぎるということで、法律上定められ
た一定額より下の財産に対しては、裁判を
通じてでも強制執行ができないこととされ

ています。
■さらに、当たり前の話ではありますが、
有利な証拠が全くない場合に勝つというこ
とも裁判ではほぼできません。当事務所で
も、証拠はないけど訴えたいというご相談
を時々お受けしますが、法テラスでは事件
をお受けする条件の中に、勝訴の見込みが
ないとはいえないことという条件があるた
め、証拠が全くないケースでは勝訴の見込
みなしとして受任依頼をお断りすることと
なります。
■以上のように、裁判といっても万能では
ないということをあらかじめ知っておいて
いただけると、法律相談に来られた際の
がっかり防止になります。当職としても、
法律相談に来られた方のがっかりするとこ
ろはあまり見たくありませんので、今日の
話を皆様の頭の片隅に置いておいていただ
けると幸いです。
■法テラス八雲法律事務所では、裁判に関
するご相談も承っています。もし、気にな
ることがある場合には、050‐3383‐8366
までお気軽にご予約のお電話をお寄せ下さ
い。
 法テラス八雲法律事務所　 弁護士　伊藤　裕樹

　☎050－3383－8366 

問
合
せ

来庁者の方々にソフトなイメージで接することを目的　　に６月１日～９月30日までの期間、軽装で執務します。
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目指せ車いす！目指せ車いす！
リングプル回収事業

○ 現在ストック量…445㎏

　 車いす交換まであと255㎏

今金町社会福祉協議会

※700㎏で車いす一台と交換できます

みんなの広場 「活動についてPRしたい団体を
　　　　　　　募集しています」「今金町空手道スポーツ少年団」

◆今月の団体◆

　今月は、今金町スポーツ少年団本部に

加盟している「今金町空手道スポーツ少

年団」について紹介します。

　同少年団は、毎週水曜・金曜の午後７

時00分より総合体育館武道場で現在20名

で活動しており、最大の目標である全国

大会出場を目指し、日々、稽古をしてお

ります。

　空手に興味のある方はお気軽に見学に

お越しください。詳細なお問い合わせは

代表の伊藤翔☎82-0111（職場）まで連

絡をお願いします。

▲昨年の大会での集合写真

　納期のお知らせ

国民健康保険税　第３期
の納期限は９月29日（金）です。
税務住民課では納税相談に応じて
います。お気軽にご相談ください。

《役場税務住民課課税収納グループ》
　　　　　　　　　☎82－0111

日本一の「今金男爵」
　　　　を守ろう！！

ジャガイモシストセンチュウの 
拡散防止には町民の皆様のご理
解とご協力が必要です。

今金町農業協同組合
今金町農林振興課

広報いまかね 2017年９月号 来庁者の方々にソフトなイメージで接することを目的　　に６月１日～９月30日までの期間、軽装で執務します。

■平成29年度現在 825件 559万6000円

※詳しくは、役場総務財政課総務グループ又はホームページへ

ゆかりの方にＰＲください～ふるさと納税～ゆかりの方にＰＲください～ふるさと納税～
たくさんの期待や思いをお待ちして

おります。皆さんのお知り合いに、

是非、ご紹介ください。

７月末現在の情報です。

渡島・檜山地方税滞納整理機構の平成28年度の徴収実績と
平成29年度の引受状況について

　渡島・檜山地方税滞納整理機構は、渡島・檜山管内（函館市を除く）の

地方税の滞納整理を専門として行う組織として平成16年度に設立され、今

年で14年目になりました。

　平成28年度徴収実績は、構成17市町から265人（法人含む）、２億7,560

万円の処理困難な事案を引き受けし滞納整理（預貯金・給与・年金・生命

保険・不動産・動産等の差押え）を行いました。

　平成29年度は、260人（法人含む）、２億7,000万円を引き受けしたとこ

ろですが、今年度も毅然とした滞納整理を進め、きちんと納税している方

と納税に誠意を見せない方との税負担の公平性を図っていきます。

　　参考　今金町分の平成28年度実績件数　７件　徴収額　2,096,635円

　　　　　　　　　　平成29年度移管件数　７件　移管額　2,602,817円

　　【問合せ】　渡島・檜山地方税滞納整理機構　　　☎0138-47-9599

　総務省統計局（北海道・今
金町）では，10月１日現在で
就業構造基本調査を実施しま
す。
　この調査は，日本の就業・
不就業の実態を明らかにする
ことを目的としており，国が
行う調査の中でも特に重要な
ものとされる「基幹統計調
査」です。
　９月下旬から，調査員が調
査をお願いする世帯（寒昇・
高美町の一部）に伺いますの
で，調査の趣旨をご理解いた
だき，ご回答をお願いいたし
ます。

【問合せ】
　　役場まちづくり推進課　
　　☎82-0111

石黒克彦氏より絵画の寄贈がありました

　花石出身の石黒克彦氏

（栃木県在住）より今金

町へ著名な日本画家伊東

深水の絵画の寄贈があり

ました。石黒氏は過去に

も花石地区に公園を開設

したり、ＡＥＤ（自動体

外除細動器）、学校図書

を寄贈されています。

　石黒氏は「ぜひ町民の

方にも絵画の素晴らしさを感じていただきたい」との想いから寄贈を決

断されました。

　展示場所は役場２階の応接室としており、応接室を使用していない際

は、一般開放し作品を鑑賞出来るようにしておりますので、鑑賞をご希

望される方は総務財政課までご連絡ください。

　また、９月22日から町民センターで開催される「移動美術館2017」で

もロビーにおいて展示いたしますのでぜひ足をお運びください。

【問合せ】役場総務財政課　☎82-0111

▲伊東深水「三千歳」1979年と寄贈者の石黒氏


